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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
各商品を推奨条件と関連付けて管理する商品データを記憶する商品データ記憶手段と、
前記推奨条件に基づいて前記商品データによって管理される複数の商品の少なくとも一部
の商品を特定する商品特定手段と、
前記商品特定手段の特定結果に基づいて、ゲームの各ユーザが案内条件を満たす場合に前
記一部の商品を案内する案内機会を前記ゲームのプレイに伴い提供する商品案内手段と、
前記商品を購入するために前記ユーザによって行われる入力を受ける入力部と、
前記入力に基づいて、前記商品が購入されるための処理の完了条件が満たされたか否かを
判別する判別部と、
　前記完了条件が満たされなかった場合、前記完了条件が満たされるための補完処理を行
う補完処理部と、を備える、
ゲーム機。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、所定のゲームを提供するゲームシステム等に関する。
【背景技術】
【０００２】
　所定のゲームを提供するゲームシステムが存在する。例えば、このような所定のゲーム
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の一つとして、プレイ料金の徴収と引き換えに、選手カードを利用したサッカーゲームを
提供する業務用のゲーム装置が知られている（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許第２００２－３０１２６４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　例えば、商品の販売或いはサービスの提供等と引き換えに対価を得るためには、商品或
いはサービスに対して利用者に興味を抱かせる必要がある。利用者に興味を抱かせるため
には少なくとも時間を割いてもらう必要があり、このための各種の努力がされている。一
方、特許文献１のゲーム装置では、プレイ料金の徴収と引き換えにサッカー型のカードゲ
ームが提供されるものの、その他の対価の徴収は想定されていない。つまり、ゲームのプ
レイを通じてユーザの時間を取得する機会を得ているにもかかわらず、その機会を有効に
活用できていない。また、ゲーム装置の利用を通じて各ユーザの特性が取得される場合も
ある。このような場合、より適切な商品等の情報を提供すれば、商品の購入等に伴う対価
が得られる可能性は高くなる。そもそもゲーム装置を利用するユーザのゲームに関する興
味は高い。このため、ゲーム関連の商品等であれば、商品が購入される可能性は高く、ゲ
ームのプレイとは別の対価が得られる可能性も高い。
【０００５】
　そこで、本発明は、ゲームのプレイとは別の対価を得る機会を設けることができるゲー
ムシステム等を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明のゲームシステムは、少なくとも一つの支払い方法を通じてプレイ料金を徴収し
、当該プレイ料金の徴収と引き換えにゲームを提供するゲームシステムであって、各商品
を推奨条件と関連付けて管理する商品データを記憶する商品データ記憶手段と、前記推奨
条件に基づいて前記商品データによって管理される複数の商品の少なくとも一部の商品を
特定する商品特定手段と、前記商品特定手段の特定結果に基づいて、前記ゲームの各ユー
ザが案内条件を満たす場合に前記一部の商品を案内する案内機会を前記ゲームのプレイ後
に提供する商品案内手段と、を備えている。
【０００７】
　一方、本発明のコンピュータプログラムは、少なくとも一つの支払い方法を通じてプレ
イ料金を徴収するための入力装置を備えたコンピュータを、上述のゲームシステムの各手
段として機能させるように構成されたものである。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の一形態に係るゲームシステムの全体構成の概要を示す図。
【図２】ゲームシステムの制御系の要部の構成を示す図。
【図３】提供範囲に商品購入機会が含まれる場合及び含まれない（商品購入機会が省　　
略される）場合を説明するための説明図。
【図４】支払条件が満たされる場合及び満たされない場合の提供の流れを説明するた　　
めの説明図。
【図５】商品購入機会における商品購入までの流れの一例を説明するための説明図。
【図６】商品案内工程において表示される商品案内画面の一例を模式的に示す図。
【図７】規約案内工程において使用される規約案内画面の一例を模式的に示す図。
【図８】対価徴収工程において使用されるユーザ認証画面の一例を模式的に示す図。
【図９】商品の購入等が成立した場合の結果案内画面の一例を模式的に示す図。
【図１０】商品の購入等が成立しなかった場合の結果案内画面の一例を模式的に示す　　
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図。
【図１１】終了工程において使用される終了画面の一例を模式的に示す図。
【図１２】ユーザ管理データの内容の一例の一部を示す図。
【図１３】商品データの内容の一例の一部を示す図。
【図１４】口座データの内容の一例の一部を示す図。
【図１５】商品案内処理ルーチンのフローチャートの一例を示す図。
【図１６】商品購入処理ルーチンのフローチャートの一例を示す図。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、本発明の一形態に係るゲームシステムについて説明する。図１は、本発明の一形
態に係るゲームシステムの全体構成の概要を示す図である。図１に示すように、ゲームシ
ステム１は、センターサーバ２及び複数のゲーム機ＧＭを含んでいる。ゲーム機ＧＭは、
ネットワーク３を介してセンターサーバ２に接続されている。一例として、ゲーム機ＧＭ
は、業務用（商業用）のゲーム機として構成されている。業務用のゲーム機は、有料或い
は無料で所定範囲のゲームをプレイさせるゲーム機である。一例として、ゲーム機ＧＭは
、有料でゲームを提供する。具体的には、ゲーム機ＧＭは、例えば、所定の対価（プレイ
料金）の消費（徴収）と引き換えに、その対価に応じた範囲でカードゲームを提供する。
ゲーム機ＧＭは、店舗４等の商業施設に適当な台数ずつ設置される。
【００１０】
　センターサーバ２は、一台の物理的装置によって構成される例に限らない。例えば、複
数の物理的装置としてのサーバ群によって一台の論理的なセンターサーバ２が構成されて
もよい。また、クラウドコンピューティングを利用して論理的にセンターサーバ２が構成
されてもよい。さらに、ゲーム機ＧＭがセンターサーバ２として機能してもよい。
【００１１】
　また、センターサーバ２には、ネットワーク３を介して、ユーザ端末５が接続される。
ユーザ端末５は、センターサーバ２から配信されるソフトウェアを実行することにより、
各種の機能を発揮するネットワーク端末装置の一種である。図１の例では、ユーザ端末５
の一例として、携帯電話（スマートフォンを含む）が利用されている。また、ユーザ端末
５として、例えば、その他にもパーソナルコンピュータ、携帯型ゲーム機、携帯型タブレ
ット端末装置といった、ネットワーク接続が可能でかつ主としてユーザの個人用途に供さ
れる各種のネットワーク端末装置が利用されてよい。
【００１２】
　ネットワーク３は、一例として、ＴＣＰ／ＩＰプロトコルを利用してネットワーク通信
を実現するように構成される。典型的には、ＷＡＮとしてのインターネットと、ＬＡＮと
してのイントラネットと、を組み合わせてネットワーク３が構成される。図１の例では、
センターサーバ２及びゲーム機ＧＭはルータ３ａを介して、ユーザ端末５はアクセスポイ
ント３ｂを介して、それぞれネットワーク３に接続されている。
【００１３】
　なお、ネットワーク３は、ＴＣＰ／ＩＰプロトコルを利用する形態に限定されない。ネ
ットワーク３として、通信用の有線回線、或いは無線回線（赤外線通信、近距離無線通信
等を含む）等を利用する各種の形態が利用されてよい。或いは、ユーザ端末５とゲーム機
ＧＭ等との通信は、例えば、通信用の回線（有線及び無線を含む）を利用せずに、二次元
コード等、各種情報を含むように所定の規格に準拠して生成されるコード（例えば、二次
元コード）を利用して実現されてよい。したがって、ネットワーク（或いは通信回線）の
用語は、このようなコードを利用する通信方法等、回線を利用せずに情報の送受信をする
形態を含んでいる。
【００１４】
　センターサーバ２は、ゲーム機ＧＭ又はそのユーザに対して各種のゲーム機用サービス
を提供する。ゲーム機用サービスとして、例えば、ゲーム機ＧＭからユーザの識別情報を
受け取って、そのユーザを認証するサービスが提供されてよい。また、認証したユーザの
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プレイデータをゲーム機ＧＭから受け取って保存し、或いは保存するプレイデータをゲー
ム機ＧＭに提供するサービスが提供されてもよい。さらに、ゲーム機用サービスには、ネ
ットワーク３を介してゲーム機ＧＭのプログラム或いはデータを配信し、更新するサービ
ス、ネットワーク３を介して複数のユーザが共通のゲームをプレイする際にユーザ同士を
マッチングするマッチングサービス等が含まれていてもよい。
【００１５】
　また、センターサーバ２は、ネットワーク３を介してユーザ端末５のユーザに各種のＷ
ｅｂサービスを提供する。Ｗｅｂサービスには、例えば、ゲーム機ＧＭが提供するゲーム
に関する各種の情報を提供するゲーム用情報サービスが含まれる。また、Ｗｅｂサービス
には、各ユーザ端末５に各種データ或いはソフトウェアを配信（データ等のアップデート
を含む）する配信サービスも含まれる。さらに、Ｗｅｂサービスには、その他にもユーザ
による情報発信、交換、共有といった交流の場を提供するコミュニティサービス、各ユー
ザを識別するためのユーザＩＤを付与するサービス等のサービスが含まれる。
【００１６】
　次に、カードゲームを実現するためのゲームシステム１の制御系の要部について説明す
る。図２は、ゲームシステム１の制御系の要部の構成を示す図である。図２に示すように
、センターサーバ２は、制御ユニット１０と、記憶ユニット１１と、を備えている。制御
ユニット１０は、マイクロプロセッサと、そのマイクロプロセッサの動作に必要な内部記
憶装置（一例としてＲＯＭ及びＲＡＭ）等の各種周辺装置とを組み合わせたコンピュータ
ユニットとして構成される。なお、制御ユニット１０には、キーボード等の入力装置、モ
ニタ等の出力装置等が接続され得る。しかし、それらの図示は省略した。
【００１７】
　記憶ユニット１１は、制御ユニット１０に接続される。記憶ユニット１１は、電源の供
給がなくても記憶を保持可能なように、例えば、磁気テープ等の大容量記憶媒体により構
成される。記憶ユニット１１には、サーバ用データ１４及びサーバ用プログラム１５が記
憶される。サーバ用プログラム１５は、センターサーバ２がゲーム機ＧＭ及びユーザ端末
５に各種のサービスを提供するために必要なコンピュータプログラムである。制御ユニッ
ト１０がサーバ用プログラム１５を読み取って実行することにより、制御ユニット１０の
内部には、ゲーム機サービス管理部１６及びＷｅｂサービス管理部１７が設けられる。
【００１８】
　ゲーム機サービス管理部１６は、上述のゲーム機用サービスを提供するための処理を実
行する。一方、Ｗｅｂサービス管理部１７は、上述のＷｅｂサービスを提供するために必
要な処理を実行する。ゲーム機サービス管理部１６及びＷｅｂサービス管理部１７は、コ
ンピュータハードウェアとコンピュータプログラムとの組み合わせにより実現される論理
的装置である。なお、制御ユニット１０の内部には、その他にも各種の論理的装置が設け
られ得る。しかし、それらの図示は省略した。
【００１９】
　サーバ用データ１４は、サーバ用プログラム１５の実行に伴って参照されるデータであ
る。例えば、サーバ用データ１４は、ユーザ管理データ１４ａ、商品データ１４ｂ及び口
座データ１４ｃを含んでいる。ユーザ管理データ１４ａは、各ユーザの各種の情報を管理
するためのデータである。また、また、ユーザ管理データ１４ａは、上述のプレイデータ
として機能してもよい。プレイデータは、各ユーザの過去のプレイ実績に関する情報が記
述されたデータ（例えば、前回までのプレイ結果（過去の実績）を次回以降に引き継ぐた
め、或いは各ユーザに固有の設定内容を引き継ぐために使用される）である。
【００２０】
　口座データ１４ｃは、各ユーザが保持する電子通貨の額（量）を管理するためのデータ
である。口座データ１４ｃは、一例として、後述の支払カードＣＤ２を通じてプレイ料金
の支払いに使用される。また、口座データ１４ｃによって管理される電子通貨の額、つま
り各ユーザが保持する電子通貨の額は、例えば、システム運営者が運営するウェブサイト
等を介してユーザによって増額（預入）される。電子通貨の預入に対応したユーザへの課
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金は、例えば、クレジットカード等による決算手段を通じて別途行われる。或いは、この
ような預入のための専用の端末が用意されてもよい。この場合、現金等の各種の支払方法
で預入が実行されてよい。なお、口座データ１４ｃに対する電子通貨の預入及びその決済
は、例えば、プリペイド型の電子通貨システムと同様でよく、その詳細の説明を省略する
。
【００２１】
　一方、商品データ１４ｂは、購入或いは購入予約可能な商品を管理するためのデータで
ある。商品データ１４ｂは、一例として、各ユーザに各種の商品の購入或いは購入予約の
機会を提供するために使用される。購入或いは購入予約の機会に関しては更に後述する。
また、ユーザ管理データ１４ａ、商品データ１４ｂ及び口座データ１４ｃの詳細も後述す
る。なお、サーバ用データ１４は、例えば、その他にもユーザＩＤ等の各種ＩＤを管理す
るためのＩＤ管理データ等を含んでいてもよい。
【００２２】
　一方、ゲーム機ＧＭには、コンピュータとしての制御ユニット３０と、記憶ユニット３
１と、入力装置としてのカードリーダ３２と、金銭収受装置３３と、操作入力装置３４と
、表示手段としてのモニタＭＯと、が設けられている。記憶ユニット３１、カードリーダ
３２、金銭収受装置３３、操作入力装置３４及びモニタＭＯは、いずれも制御ユニット３
０に接続される。制御ユニット３０は、マイクロプロセッサと、そのマイクロプロセッサ
の動作に必要な内部記憶装置（一例としてＲＯＭ及びＲＡＭ）等の各種周辺装置とを組み
合わせたコンピュータユニットとして構成される。なお、制御ユニット３０には、公知の
ゲーム機と同様に、例えば、その他にもスピーカユニット等の各種の出力装置或いは入力
装置が接続され得る。しかし、それらの図示は省略した。
【００２３】
　カードリーダ３２は、例えば、近距離無線通信を利用し、記憶媒体に記録された各種の
情報を非接触状態で読み取る周知の装置である。カードリーダ３２は、一例として、ユー
ザカードＣＤの読み取りに使用される。具体的には、カードリーダ３２は、一例として、
各ユーザが所持するユーザカードＣＤの情報を読み取ってその情報に対応した信号を制御
ユニット３０に出力する。ユーザカードＣＤには、例えば、ＩＣチップ、磁気ストライプ
といった不揮発性記憶媒体（不図示）が設けられている。ユーザカードＣＤには、このよ
うな不揮発性記憶媒体等を介して、各種の情報が記録される。
【００２４】
　例えば、ユーザカードＣＤは、識別記録媒体としてのＩＤカードＣＤ１及び支払カード
ＣＤ２を含んでいる。ＩＤカードＣＤ１は、各ユーザの特定に使用されるカードである。
具体的には、ＩＤカードＣＤ１には、例えば、ユーザＩＤの情報（ユーザＩＤを特定可能
な情報でもよい）及びカードＩＤの情報が記録される。ユーザＩＤは、ユーザ毎にユニー
クなＩＤであり、上述の通り、各ユーザの識別に使用される。また、カードＩＤは、ユー
ザカードＣＤ毎にユニークなＩＤであり、各ユーザカードＣＤの識別に使用される。カー
ドＩＤは、例えば、上述のＩＤ管理データによって管理される。具体的には、カードＩＤ
は、例えば、ＩＤ管理データによってユーザＩＤと１対１、或いは多対１に関連付けられ
ることにより、各ユーザと関連付けられて管理される。なお、ＩＤカードＣＤ１のユーザ
ＩＤは、ＩＤ管理データを介してカードＩＤから特定されてもよい。このため、ユーザＩ
Ｄの情報は、ＩＤカードＣＤ１に記録されていなくてもよい。支払カードＣＤ２に関して
も同様である。
【００２５】
　一方、支払カードＣＤ２は、ＩＤカードＣＤ１と用途が相違する。例えば、支払カード
ＣＤ２は、プレイ料金の支払いに使用される。具体的には、支払カードＣＤ２には、ＩＤ
カードＣＤ１と同様に、ユーザＩＤの情報及びカードＩＤの情報が記録される。また、支
払カードＣＤ２のカードＩＤは、口座データ１４ｃによって電子通貨の額と関連付けて管
理される。そして、支払カードＣＤ２によるプレイ料金の支払いに伴い、そのプレイ料金
に対応する電子通貨の額が口座データ１４ｃで管理される電子通貨の額から減算される。
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つまり、支払カードＣＤ２は、口座データ１４ｃで管理される電子通貨を使用するための
カードであり、各ユーザが保持する電子通貨の額を消費するために使用される。また、支
払カードＣＤ２は、例えば、その他にも電子通貨の支払を許可するための認証情報（例え
ば、暗証番号等の情報）を記録していてもよい。また、支払カードＣＤ２は、各ユーザを
特定するためのカード、つまりＩＤカードＣＤ１と同様の用途にも使用されてよい。
【００２６】
　なお、ユーザカードＣＤは、いわゆる物理的カードに限定されない。例えば、携帯電話
等、各種の情報を記録可能な各種の記憶媒体がユーザカードＣＤとして使用されてよい。
さらに、ユーザカードＣＤは、不揮発性記憶媒体等により各種の情報を電子的に記憶する
形態にも限定されない。例えば、ユーザカードＣＤには、二次元コード等の各種のコード
を通じて情報が記録されてもよい。このため、カードリーダ３２も、近距離無線通信を使
用する形態に限定されない。例えば、二次元コードを読み取るカメラ等、ユーザカードＣ
Ｄの形態に対応してそこに記録される情報を読み取り可能な各種の装置がカードリーダ３
２として使用されてよい。
【００２７】
　金銭収受装置３３は、ユーザが投入した金銭（硬貨或いは紙幣）の額を検出するための
周知の装置である。金銭収受装置３３は、投入額に応じた信号を制御ユニット３０に出力
する。つまり、ゲーム機ＧＭは、カードリーダ３２及び金銭収受装置３３によって電子通
貨及び現金の両方の支払方法を通じてプレイ料金を徴収可能に構成されている。なお、金
銭収受装置３３は、金銭に限定されず、例えばメダル等、プレイ料金として徴収される各
種の対価の支払いに使用されてよい。つまり、金銭収受装置３３は、現金の他に更に別の
支払方法によってプレイ料金を徴収してもよい。
【００２８】
　操作入力装置３４は、ユーザの各種の操作を受け付けるための装置である。操作入力装
置３４は、ユーザによって実行された操作内容に応じた信号を制御ユニット３０に出力す
る。操作入力装置３４として、例えば、テンキー等の押しボタン或いはタッチパネルとい
った周知の各種の装置が使用されてよい。モニタＭＯは、周知の表示装置である。モニタ
ＭＯには、制御ユニット３０の出力信号に応じてゲーム画面等の各種の画面が表示される
。
【００２９】
　記憶ユニット３１は、電源の供給がなくても記憶を保持可能なように、例えば、磁気記
録媒体や光記録媒体、フラッシュＳＳＤ（Ｓｏｌｉｄ　Ｓｔａｔｅ　Ｄｒｉｖｅ）などに
より構成される。記憶ユニット３１には、ゲームプログラム３５及びゲームデータ３６が
記憶される。ゲームプログラム３５は、ゲーム機ＧＭがカードゲームを提供するために必
要なコンピュータプログラムである。ゲームプログラム３５の実行に伴って、制御ユニッ
ト３０の内部には、ゲーム提供部３７が設けられる。ゲーム提供部３７は、カードゲーム
及び後述の商品購入機会を提供するために必要な各種処理を実行する。ゲーム提供部３７
は、コンピュータハードウェアとコンピュータプログラムとの組み合わせにより実現され
る論理的装置である。なお、制御ユニット３０の内部には、その他にも各種の論理的装置
が設けられ得る。しかし、それらの図示は省略した。
【００３０】
　ゲームデータ３６は、ゲームプログラム３５の実行に伴って参照されるデータである。
ゲームデータ３６は、例えば、上述のユーザ管理データ１４ａ及び商品データ１４ｂを含
んでいる。例えば、ユーザ管理データ１４ａ及び商品データ１４ｂは、必要な部分が含ま
れるように、少なくとも一部がセンターサーバ２から提供される。ゲームデータ３６は、
例えば、その他にもゲーム画面等を表示させるために必要な画像データ或いはＢＧＭ等の
再生に必要なＢＧＭデータ等を含んでいてよい。さらに、ゲームデータ３６は、例えば、
上述のＩＤ管理データやプレイデータ、口座データ１４ｃ等を含んでいてもよい。つまり
、ゲームデータ３６は、その他にもカードゲームの提供等に必要な各種のデータを含み得
る。しかし、それらの図示は省略した。
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【００３１】
　次に、ゲーム機ＧＭが提供するカードゲームについて説明する。カードゲームは、キャ
ラクタカードを使用してプレイするタイプのゲームである。キャラクタカードは、ゲーム
内に登場する各キャラクタに対応する。このため、キャラクタカードには、例えば、パラ
メータ等、ゲームの各キャラクタを定義するための各種の情報が記録される。そして、カ
ードゲームでは、そのようなキャラクタカードの使用に伴い、そのキャラクタカードに対
応するキャラクタがゲーム中に再現され、それがプレイ媒体として使用される。ゲーム内
では、例えば、各キャラクタの育成が実行される。育成は、例えば、ゲーム内に用意され
た対戦相手キャラクタとの対戦及び他のユーザのキャラクタとの対戦といったバトル（団
体対戦を含む）を通じて実行される。
【００３２】
　また、例えば、各キャラクタを定義するパラメータ等の内容は、成長に伴い変化する。
そして、ゲームのプレイ後には、プレイを通じて成長したキャラクタ（変化後のパラメー
タ等によって定義されるキャラクタ）が更にキャラクタカードとして生成される。一例と
して、ゲーム機ＧＭは、このようなカードゲームを提供する。
【００３３】
　また、ゲーム機ＧＭは、所定の対価（プレイ料金）の徴収と引き換えに、上述のカード
ゲームのプレイ機会を提供するとともに、プレイ後に案内機会としての商品購入機会を提
供する場合がある。つまり、所定の対価と引き換えに提供される提供範囲に商品購入機会
が含まれる場合がある。商品購入機会は、ゲーム機ＧＭを通じて商品を購入或いは予約す
るための機会である。各商品には購入に必要な所定の金額（対価）が設定されている。そ
して、商品購入機会では、プレイ料金とは別に各商品の金額に対応する対価を支払うこと
により各商品が購入等される。
【００３４】
　図３は、提供範囲に商品購入機会が含まれる場合及び含まれない（商品購入機会が省略
される）場合を説明するための説明図である。図３に示すように、提供範囲に商品購入機
会が含まれるか否かは、案内条件に基づいて判断される。具体的には、ゲーム機ＧＭは、
ユーザＵからプレイ料金を徴収した後に、そのユーザＵが案内条件を満たすか否か判別す
る。案内条件は、例えば、支払条件、情報条件及びプレイ状況条件を含んでいる。また、
案内条件は、例えば、支払条件、情報条件及びプレイ状況条件のうち少なくとも一つの条
件が満たされた場合に満たされてよい。なお、案内条件は、支払条件、情報条件及びプレ
イ状況条件の全てが満たされた場合に満たされてもよいし、これらの一部（複数）が満た
された場合に満たされてもよい。
【００３５】
　支払条件は、一例として、支払方法を要件とする条件である。例えば、支払条件は、特
定の支払方法の場合に満たされる。また、特定の支払方法として、例えば、支払カードＣ
Ｄ２による支払方法が採用されてよい。つまり、支払条件は、一例として、口座データ１
４ｃで管理される電子通貨がプレイ料金の支払いに使用された場合に満たされてよい。
【００３６】
　情報条件は、一例として、各ユーザに付随する情報を要件とする条件である。例えば、
更に所有条件及び属性条件を含んでいてよい。所有条件は、例えば、各ユーザの所有する
ものを要件とする条件である。各ユーザの所有するものとして、例えば、ユーザカードＣ
Ｄやゲーム内のアイテム等が採用されてよい。より具体的には、例えば、所有条件は、ユ
ーザカードＣＤのうち支払カードＣＤ２を所有するユーザの場合に満たされてもよい。支
払カードＣＤ２を所有し、それによってプレイ料金を支払可能であるにもかかわらず支払
カードＣＤ２の所持を忘れ、一時的に支払カードＣＤ２で支払えない場合もある。つまり
、ゲームをプレイするユーザが、本来は支払条件を満たすユーザである場合もある。一例
として、所有条件が支払カードＣＤ２の所有を要件とする場合、このようなユーザも案内
条件を満たす。
【００３７】
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　一方、属性条件は、例えば、各ユーザの属性を要件とする条件である。例えば、ユーザ
の属性の情報として、信用情報或いは商品の送付（配送）に必要な送付用情報が使用され
てもよい。信用情報は、各ユーザの信用の可否を判別するための情報である。信用情報は
、例えば、過去の商品の購入実績や支払実績等に基づいて設定されてよい。また、送付用
情報は、例えば、住所の情報を含んでいる。つまり、属性条件は、一例として、信用情報
に基づいて信用可能と判別されるユーザＵの場合や住所情報等、送付用情報が登録されて
いるユーザＵの場合に満たされてよい。
【００３８】
　プレイ状況条件は、ゲームのプレイ状況を要件とする条件である。プレイ状況として、
例えば、スコアや特定ステージのクリア等のミッション（課題）の達成状況が使用されて
よい。つまり、プレイ状況条件は、例えば、カードゲームにおいて所定値以上のスコアが
獲得された場合等、所定のミッションが達成された場合等、プレイ状況が所定の状況を見
満たした場合に満たされる。また、プレイ状況は、前回（或いは前回まで）のプレイ状況
が使用されてもよいし、今回のプレイ状況が使用されてもよい。今回のプレイ状況が使用
される場合には、プレイ状況条件の判別、つまり案内条件の判別はカードゲームのプレイ
後に実行されてよい。したがって、案内条件の判別は、プレイ機会の提供前に実行される
形態に限定されず、各ユーザの特定後であれば、適宜の時期に実行されてよい。
【００３９】
　そして、上述の案内条件が満たされる場合（“ＯＫ”の場合）には商品購入機会が提供
される。つまり、プレイ料金に対応する提供範囲に商品購入機会が含まれる。一方、案内
条件が満たされない場合（“ＮＧ”の場合）には商品購入機会が省略される。つまり、商
品購入機会は提供されず提供範囲に含まれない。一例として、ゲーム機ＧＭでは、このよ
うに案内条件に基づいて商品購入機会の提供の可否が判別される。
【００４０】
　一方、商品購入機会では、購入等可能な商品のうち一部の商品の購入等の機会が提供さ
れる。具体的には、ゲーム機ＧＭは、まず購入等可能な複数の商品としての全商品ＡＰの
情報を含む商品データ１４ｂをセンターサーバ２から取得する。また、ゲーム機ＧＭは、
推奨条件に基づいて全商品ＡＰから抽出した一部の商品としての一部商品ＰＰの情報だけ
を含む商品データ１４ｂ（以後、個別商品データ１４ｂａと呼ぶ場合がある）を生成する
。そして、この個別商品データ１４ｂａに基づいて商品購入機会が提供される。つまり、
一例として、商品購入機会では、推奨条件に基づいて特定（選択）された一部商品ＰＰだ
けが購入等の対象として提供される。
【００４１】
　また、一例として、推奨条件は、例えば、金額条件、登録情報条件及びプレイ状況条件
を含んでいる。また、推奨条件として、これらの条件が単独で使用されてもよいし、複合
的に使用されてもよい。
【００４２】
　金額条件は、各商品の金額に関連する条件である。例えば、金額条件は、所定の金額を
基準にその金額以下、或いは以上の商品によって満たされる。また、所定の金額は、例え
ば、口座データ１４ｃによって管理される電子通貨の額に応じて設定されてよい。具体的
には、例えば、口座データ１４ｃの電子通貨の額以下の商品が金額条件を満たしてよい。
この場合、電子通貨を通じて購入可能な商品だけが特定され、それらの商品の購入等の機
会が商品購入機会において提供される。或いは、口座データ１４ｃの電子通貨の額が所定
値以上の場合、所定の金額以上の高額商品が優先的に特定され、購入等の対象とされても
よい。なお、所定の金額は、口座データ１４ｃで管理される電子通貨の額に限定されない
。例えば、その他にも、一回に決算できる額の上限が設定されている場合にはその額が所
定の金額として使用されてもよい。また、年齢に応じて限度額が設定されている場合には
、その額が所定の金額として使用されてもよい。
【００４３】
　登録情報条件は、各ユーザＵの登録情報に関連する条件である。例えば、各ユーザＵが
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年齢や住所、性別等の各個人に固有の情報を登録している場合、つまりこのような情報が
ユーザ管理データ１４ａによって管理されている場合、そのような情報に基づいて商品が
特定されてよい。具体的には、例えば、登録情報条件に応じて、各ユーザＵの年齢や性別
に適切な商品が特定されてよい。或いは、住所の登録ある場合には郵送が必要な物理的商
品が、住所の登録が無い場合には郵送の不要な電子的商品が、それぞれ特定されてもよい
。換言すれば、年齢や性別、住所登録の有無を基準に、これらに対応する商品が登録情報
条件を満たしてよい。
【００４４】
　プレイ状況条件は、ゲームのプレイ状況に関連する条件である。例えば、特定のキャラ
クタに対応するキャラクタカードを使用するユーザＵには、その特定のキャラクタに関連
した商品が特定される。また、例えば、ゲームで使用される音楽（例えば、ゲーム機ＧＭ
が音楽ゲームを提供している場合には音楽ゲームで使用される音楽等）を含むＣＤアルバ
ム等がプレイ状況に関連する商品として特定されてもよい。或いは、ゲームの進行状況等
に応じて商品が特定されてもよい。換言すれば、特定のキャラクタに関連する商品或いは
特定の進行状況といった特定のプレイ状況に対応する商品が、一例としてプレイ状況条件
を満たしてよい。また、プレイ状況として、前回までの累積的状況（或いは前回単独の状
況）が使用されてもよいし、今回のプレイ状況（或いは今回を含む累積的状況）が使用さ
れてもよい。なお、プレイ状況条件は、例えば、その他にも特定の機種（例えば、ゲーム
機ＧＭの種類）がプレイされている場合に満たされてもよい。そして、その特定の機種が
提供するゲーム等、その機種に関連する商品が特定されてもよい。
【００４５】
　図４を参照して、案内条件のうち支払条件を使用して具体的に提供の流れの一例につい
て説明する。図４は、支払条件が満たされる場合及び満たされない場合の提供の流れを説
明するための説明図である。上述の通り、支払条件は、一例として、口座データ１４ｃの
電子通貨の額の消費を通じてプレイ料金が支払われた場合に満たされる。このため、図４
に示すように、ユーザＵがプレイ料金の支払いに支払カードＣＤ２を使用した場合、つま
り支払カードＣＤ２を通じてプレイ料金が支払われた場合に支払条件が満たされる。この
場合、支払条件の具備により案内条件が満たされるので、提供範囲には商品購入機会が含
まれる。より具体的には、推奨条件により特定された一部商品ＰＰを購入等の対象とする
商品購入機会がプレイ機会（カードゲームのプレイの機会）に続き提供され、その後に提
供範囲が終了する。
【００４６】
　一方、例えば、プレイ料金がコインＣＯ等の現金で支払われた場合には支払条件は満た
されない。この場合、支払条件以外の条件も満たされなければ、案内条件は満たされない
。このため、商品購入機会の提供が省略され、提供範囲には商品購入機会が含まれない。
つまり、プレイ機会の終了に伴い、そのまま提供範囲が終了する。一例として、このよう
な流れでカードゲームのプレイ及び商品購入機会が提供される。
【００４７】
　次に、図５～図１１を参照して、商品購入機会について更に説明する。図５は、商品購
入機会における商品購入までの流れの一例を説明するための説明図である。図５に示すよ
うに、商品購入機会は、商品選択工程、規約案内工程、対価徴収工程、結果案内工程及び
終了工程を一例として順に含んでいる。
【００４８】
　商品案内工程は、購入或いは予約可能な商品の名称やその商品の解説等、商品に関する
各種の情報をユーザに案内するための工程である（ステップＳ１）。商品案内工程では、
個別商品データ１４ｂａに基づいて一部商品ＰＰの情報が案内される。また、商品案内工
程は、購入或いは予約対象の商品の選択にも使用される。
【００４９】
　商品案内工程において、購入等の対象商品が選択された場合には、規約案内工程に進む
。規約案内工程は、商品の購入或いは予約に必要な規約を案内するための工程である（ス
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テップＳ２）。規約案内工程において各ユーザＵが規約に承諾した場合には、続く対価徴
収工程が提供される。対価徴収工程は、商品案内工程で選択された商品の購入代金を徴収
するための工程である（ステップＳ３）。購入代金の徴収は、例えば、支払カードＣＤ２
或いはコインＣＯ等の現金を通じて実行される。
【００５０】
　続く結果案内工程は、購入等の結果を案内するための工程である（ステップＳ４）。例
えば、対価徴収工程を経て、商品の購入或いは予約が無事終了した場合には、結果案内工
程において購入或いは予約完了の案内が通知される。次の終了工程は、商品購入機会の終
了を案内するための工程である（ステップＳ５）。また、終了工程は、例えば、将来的に
購入等の対象になる商品等、他の商品の案内を含んでいてよい。そして、終了工程の終了
に伴い、商品購入機会は終了する。一例として、このような流れで商品購入機会は提供さ
れる。なお、結果案内工程が終了工程としても機能してよい。この場合、終了工程は省略
されてよい。
【００５１】
　また、図５の各工程は、一例として、モニタＭＯに表示される商品購入画面を通じて実
現される。図６～図１１は、図５の各工程において使用される商品購入画面の一例を模式
的に示す図である。具体的には、図６は、商品案内工程において表示される商品案内画面
の一例を模式的に示す図である。商品案内画面５０Ａは、ユーザＵによる購入或いは予約
対象の商品の選択のために使用される商品購入画面５０である。図６に示すように、商品
案内画面５０Ａは、例えば、商品案内領域５１及び選択肢領域５２を含んでいる。商品案
内領域５１は、“Ａ商品”等の商品名やその商品の解説等の情報が表示される領域である
。商品案内領域５１は、“Ａ商品”、“Ｂ商品”等、表示対象の商品毎に設けられる。
【００５２】
　また、各商品の商品案内領域５１の配置位置、或いは配置順等は、推奨条件に基づいて
変化してもよい。例えば、所定の金額以下の商品（金額条件によって特定された商品）が
表示されている場合には、上から金額の低い順或いは高い順に各商品の商品案内領域５１
が配置されてもよい。或いは、金額に応じて各商品の商品案内領域５１の大きさや表示方
法（例えば、特別の演出が付与される等）が変化してもよい。その他の推奨条件について
も同様である。つまり、登録情報条件及びプレイ状況条件に応じて各商品の商品案内領域
５１の配置位置等が変化してよい。
【００５３】
　一方、選択肢領域５２は、購入或いは予約を希望する商品を特定するための領域である
。このため、選択肢領域５２も“Ａ商品”等、購入対象の商品毎に設けられ、購入商品を
示す選択肢として機能する。また、“Ａ商品＋Ｂ商品　セット”等、購入対象の商品の全
てを購入対象として特定するための選択肢領域５２も設けられる。さらに、選択肢領域５
２は、予約をせずに商品購入機会の終了を希望する場合の意思表示をするための領域でも
ある。このため、“予約しない”に対応する選択肢として機能する選択肢領域５２も設け
られる。また、この場合において、“以後表示しない”に対応する選択肢領域５２が用意
されてもよい。そして、この選択肢領域５２が選択された場合には、次回以降において、
今回表示した商品を特定しないように商品購入機会が提供されてもよいし、商品購入機会
自体が以後提供されなくてもよい。これらの選択肢領域５２は、例えば、カーソル５３の
位置を通じて、いずれか一つが特定され、選択される。
【００５４】
　図６の例では、カーソル５３によって“予約しない”の意思表示に対応する選択肢領域
５２が選択されている。この場合、今回の商品購入機会では、“Ａ商品”は購入されずに
終了する。また、この場合、次回のプレイ時にも、同様の商品購入機会（表示される商品
は変化してもよい）が提供される。なお、一例として、商品購入機会では、商品の在庫が
存在する場合には商品を購入する機会が、在庫が存在しない場合（発売前を含む）には商
品を予約する機会が、それぞれ提供される。
【００５５】
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　図７は、規約案内工程において使用される規約案内画面の一例を模式的に示す図である
。規約案内画面５０Ｂは、規約の案内及び承諾のために使用される商品購入画面５０であ
る。図７に示すように、規約案内画面５０Ｂは、例えば、規約案内領域５４及び承諾領域
５５を含んでいる。規約案内領域５４は、商品の購入或いは予約に伴う規約を表示するた
めの領域である。承諾領域５５は、規約に対して“同意する”或いは“同意しない”の意
思表示をするための領域である。このため、承諾領域５５は、これらの意思表示に対応す
る肯定領域５５Ａ（“同意する”）及び否定領域５５Ｂ（“同意しない”）を含んでいる
。
【００５６】
　図８は、対価徴収工程において使用されるユーザ認証画面の一例を模式的に示す図であ
る。ユーザ認証画面５０Ｃは、ユーザＵの認証のために使用される商品購入画面５０であ
る。図８に示すように、ユーザ認証画面５０Ｃは、例えば、パスワード要求領域５６を含
んでいる。パスワード要求領域５６は、ユーザＵを認証するための情報として、ユーザＵ
が事前に登録した暗証番号の入力をユーザＵに要求するための領域である。そして、適切
な暗証番号の入力に伴い、例えば、プレイ料金の支払に使用された支払カードＣＤ２を介
して口座データ１４ｃの電子通貨の額から商品の価格に対応する額が消費される。なお、
クレジットカードや現金等、支払カードＣＤ２以外の支払方法により対価が徴収される場
合には、それらの方法により商品の購入額等を徴収するための決算画面（不図示）が提供
されてもよい。その場合には、ユーザ認証画面５０Ｃは省略されてもよい。また、商品予
約が実行される場合には、対価徴収工程は省略されてもよい。この場合、例えば、商品の
対価は、商品の実際の納品時等に別途徴収されてよい。
【００５７】
　図９及び図１０は、結果案内工程において使用される結果案内画面の一例を模式的に示
す図である。結果案内画面５０Ｄは、商品購入等の結果を案内するための商品購入画面５
０である。より具体的には、図９は商品の購入等が成立した場合の結果案内画面５０Ｄの
一例を、図１０は商品の購入等が成立しなかった場合の結果案内画面５０Ｄの一例を、そ
れぞれ模式的に示している。図９及び図１０に示すように、結果案内画面５０Ｄは、例え
ば、結果案内領域５７を含んでいる。結果案内領域５７には、商品購入等の成立の有無を
示す情報が表示される。また、結果案内領域５７には、商品購入等の成立或いは不成立に
伴う付随情報も表示される。
【００５８】
　図９の例では、商品購入等の成功に伴い、結果案内領域５７には、商品購入等の成立を
示す“ＳＵＣＣＥＳＳ”（成功）の情報が表示されている。また、付随情報として、商品
購入等に関連する問合せ先等の情報が表示されている。一方、図１０の例では、商品購入
等の失敗（不成立）に伴い、結果案内領域５７には、商品購入等の不成立を示す“ＦＩＬ
ＵＲＥ”（失敗）の情報が表示されている。また、付随情報として、不成立の理由が表示
されている。具体的には、不成立の理由として、名前や住所等の商品購入に必要な登録情
報の不足が付随情報として表示されている。
【００５９】
　図１１は、終了工程において使用される終了画面の一例を模式的に示す図である。終了
画面５０Ｅは、商品購入機会の終了を通知するための商品購入画面５０である。また、終
了画面５０Ｅは、例えば、商品の案内にも使用される。具体的には、図１１に示すように
、終了画面５０Ｅには、例えば、“Ｘ商品発売”の発売日の情報、その商品の画像、価格
の情報、限定特典の有無の情報等、今回購入等の対象となった商品以外の商品の購入等を
促進するための告知情報が表示される。一例として、これらのような商品購入画面５０を
通じて、商品購入機会は実現される。
【００６０】
　次に、ユーザ管理データ１４ａ、商品データ１４ｂ及び口座データ１４ｃの詳細につい
て説明する。ユーザ管理データ１４ａは、上述の通り、各ユーザＵの各種の情報を管理す
るためのデータである。より具体的には、ユーザ管理データ１４ａは、一例として、各ユ
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ーザＵの属性情報の管理に使用される。図１２は、ユーザ管理データ１４ａの内容の一例
の一部を示す図である。図１２に示すように、ユーザ管理データ１４ａは、例えば、“ユ
ーザＩＤ”、“名前”、“住所”、“年齢”、“性別”の情報を含んでいる。“ユーザＩ
Ｄ”は、上述のユーザＩＤを示す情報である。“名前”、“住所”、“年齢”、“性別”
は、各ユーザＵの名前、住所、年齢及び性別を示す情報である。一例として、ユーザ管理
データ１４ａは、これらの情報が互いに関連付けられるように記述されたレコードの集合
として構成される。
【００６１】
　なお、属性情報は、一例として、ユーザＵによって登録（提供）された場合にユーザ管
理データ１４ａで管理される。つまり、属性情報が登録されていない場合には、ユーザ管
理データ１４ａのそのユーザＵに対応するレコードには属性情報が含まれていなくてもよ
い。属性情報の登録は、一例として、電子通貨の預入と同様に、システム運営者が運営す
るウェブサイト等を介してユーザＵによって実行されてもよいし、ゲーム機ＧＭを通じて
実行されてもよい。また、ユーザ管理データ１４ａがプレイデータとして使用される場合
には、ユーザ管理データ１４ａは、ゲームのプレイ実績に関連する情報を含んでいてもよ
い。
【００６２】
　商品データ１４ｂは、上述の通り、購入或いは購入予約可能な商品を管理するためのデ
ータである。より具体的には、商品データ１４ｂは、一例として、購入等可能な商品、及
び予約前の事前告知が必要な商品（例えば、終了画面５０Ｅを通じて告知されるべき商品
）の管理に使用される。図１３は、商品データ１４ｂの内容の一例の一部を示す図である
。図１３に示すように、商品データ１４ｂは、“商品ＩＤ”、“推奨条件”、“名称”、
“価格”、及び“案内期間”の情報を含んでいる。
【００６３】
　“商品ＩＤ”は、商品毎にユニークなＩＤの情報であり、各商品の識別に使用される。
“推奨条件”は、上述の推奨条件に応じて各商品を特定するための情報である。例えば、
“推奨条件”として、住所、年齢、性別といった推奨対象（特定対象）のユーザＵの属性
情報、或いは特定のキャラクタや進行状況等を示すプレイ状況の情報が使用される。また
、“名称”、“価格”、及び“案内期間”は、それぞれ各商品の名称、価格、案内期間（
購入等の対象とされるべき期間）を示す情報である。一例として、商品データ１４ｂは、
これらの情報が互いに関連付けられるように記述されたレコードの集合として構成される
。なお、推奨条件として、金額条件が利用される場合には、“価格”の情報が本発明の購
入金額を示す情報（推奨条件）として使用されてもよい。
【００６４】
　また、口座データ１４ｃは、上述の通り、各ユーザが保持する電子通貨の額（量）を管
理するためのデータである。図１４は、口座データ１４ｃの内容の一例の一部を示す図で
ある。図１４に示すように、口座データ１４ｃは、例えば、“ユーザＩＤ”、“残額”、
“カードＩＤ”、及び“暗証番号”の情報を含んでいる。“ユーザＩＤ”は、上述のユー
ザＩＤを示す情報である。“残額”は、各ユーザＵが保持する電子通貨の額を示す情報で
ある。
【００６５】
　“カードＩＤ”は、上述の各ユーザカードＣＤを識別するためのカードＩＤを示す情報
である。一例として、ＩＤカードＣＤ１のカードＩＤが口座データ１４ｃを介して“残額
”と関連付けられた場合に、そのＩＤカードＣＤ１が支払カードＣＤ２として機能する。
つまり、支払カードＣＤ２は、一例として、口座データ１４ｃを介して“残額”と関連付
けられるＩＤカードＣＤ１を意味する。そして、“残額”と関連付けられる“カードＩＤ
”の情報が存在する場合、そのユーザＵは電子通貨による支払が可能である。このため、
例えば、支払カードＣＤ２の使用を要件とする所有条件が利用される場合、支払条件にお
いては、“残額”と関連付けられる“カードＩＤ”の情報が存在するか否かによって電子
通貨による支払の可否が判別されてよい。
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【００６６】
　また、“カードＩＤ”は、一つの“ユーザＩＤ”のレコード、つまり一つの“ユーザＩ
Ｄ”に対応するユーザＵが保持する“残額”に対して、１対１、或いは多対１で関連付け
られる。つまり、複数のＩＤカードＣＤ１を示す“カードＩＤ”の情報が一つの“ユーザ
ＩＤ”及び“残額”を示す情報に対して関連付けられる場合がある。そして、“残額”に
関連付けられる各ＩＤカードＣＤ１が支払カードＣＤ２として機能する。“残額”とＩＤ
カードＣＤ１を示すカードＩＤとの関連付けは、例えば、電子通貨の預入と同様に、シス
テム運営者が運営するウェブサイト等を介してユーザによって実行されてもよいし、ゲー
ム機ＧＭを通じて実行されてもよい。
【００６７】
　“暗証番号”は、電子通貨の支払を許可するための暗証番号を示す情報である。“暗証
番号”は、例えば、ユーザ認証画面５０Ｃにおいて各ユーザＵの認証のために使用されて
よい。一例として、口座データ１４ｃは、これらの情報が互いに関連付けられるように記
述されたレコードの集合として構成される。また、口座データ１４ｃの“カードＩＤ”の
情報が本発明の支払判別情報として機能する。一方、ユーザ管理データ１４ａの属性情報
が本発明の属性情報として機能する。このため、ユーザ管理データ１４ａ及び口座データ
１４ｃの“ユーザＩＤ”の情報が本発明のユーザ識別情報として機能する。また、ユーザ
管理データ１４ａ及び口座データ１４ｃに含まれる各情報が本発明の管理情報として機能
する。なお、口座データ１４ｃは、ユーザＩＤをキーに各レコードが管理される形態に限
定されない。例えば、ユーザＩＤの代わりに、口座ＩＤ等、レコード毎（換言すれば、“
残高”毎）にユニークなＩＤが使用されてもよい。そして、例えば、ＩＤ管理データ等に
よりユーザＩＤと口座ＩＤとが関連付けられて管理されてもよい。このため、口座データ
１４ｃはユーザＩＤの情報を含んでいなくともよい。
【００６８】
　次に、商品案内処理及び商品購入処理について説明する。商品案内処理及び商品購入処
理は、商品購入機会を実現するための処理である。より具体的には、一例として、商品案
内処理は図５の商品選択工程（ステップＳ１）を、商品購入処理は図５の規約案内工程（
ステップＳ２）～終了工程（ステップＳ５）までを、それぞれ実現するための処理である
。
【００６９】
　例えば、商品案内処理は図１５のルーチンを通じて、商品購入処理は図１６のルーチン
を通じて、それぞれゲーム機ＧＭの制御ユニット３０によって実現される。より具体的に
は、図１５及び図１６のルーチンは、いずれもゲーム提供部３７を通じて制御ユニット３
０によって実行される。なお、ゲーム機ＧＭの制御ユニット３０及びセンターサーバ２の
制御ユニット１０は、これらの処理の他にも各種の周知な処理等を、それぞれ単独で或い
は互いに協働して実行する。このような処理には、例えば、ゲーム機ＧＭからのプレイ料
金の引き落とし要求に応答して、口座データ１４ｃの対応するレコードから指定された額
の電子通貨を消費するといった電子通貨の管理に関する処理も含まれる。しかし、それら
の詳細な説明は省略する。
【００７０】
　図１５は、商品案内処理ルーチンのフローチャートの一例を示す図である。図１５のル
ーチンは、例えば、カードゲームのプレイの終了後に実行される。図１５のルーチンが開
始されると、ゲーム提供部３７は、まずステップＳ１１において、案内条件の判別に必要
なユーザＵの情報を取得する。例えば、ゲーム提供部３７は、案内条件として支払条件が
利用される場合にはユーザＵのプレイ料金の支払方法の情報を取得する。また、案内条件
として情報条件が利用される場合にはユーザＵのユーザＩＤを取得する。例えば、この取
得は、ＩＤカードＣＤ１の使用等に伴い、カードリーダ３２を介してＩＤカードＣＤ１か
ら取得してよい。
【００７１】
　続くステップＳ１２において、ゲーム提供部３７は、ステップＳ１１で取得した情報に
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基づいて、プレイ料金を支払ったユーザＵが案内条件を満たすか否か判別する。案内条件
を満たすか否かの判別方法は、上述の通りである。そして、この判別結果が否定的結果の
場合、つまり案内条件を満たさない場合、ゲーム提供部３７は以降の処理をスキップして
、今回のルーチンを終了する。なお、案内条件が満たされない場合にも、商品の告知が実
行されてよい。また、一例として、このような告知は、終了画面５０Ｅを通じて実行され
てもよい。
【００７２】
　一方、ステップＳ１２の判別結果が肯定的結果の場合、つまり案内条件を満たす場合、
ゲーム提供部３７はステップＳ１３に進む。ゲーム提供部３７は、ステップＳ１３におい
て、商品選択工程において案内すべき商品、つまり商品案内画面５０Ａに表示すべき商品
を特定する。この特定は、上述の通り、一例として、推奨条件に基づいて実行される。ま
た、金額条件、登録情報条件、及びプレイ状況条件等の推奨条件のうちの一部が使用され
る場合、例えば、ゲーム提供部３７は、ステップＳ１３において所定の優先条件に基づい
て使用されるべき条件を決定し、その条件に基づいて各商品を特定してよい。
【００７３】
　続くステップＳ１４において、ゲーム提供部３７は、ステップＳ１３で特定した商品の
配置を決定する。一例として、この決定も、上述の通り推奨条件に基づいて実行される。
より具体的には、例えば、金額条件、登録情報条件、或いはプレイ状況条件に基づいて各
商品の配置位置、配置順、大きさ或いは演出等が変化するように、ゲーム提供部３７は商
品の配置を決定する。また、表示可能数に比して特定される商品が多い場合には、ゲーム
提供部３７は、ステップＳ１４において、所定の優先順位条件に応じて一部商品ＰＰを特
定してよい。
【００７４】
　次のステップＳ１５において、ゲーム提供部３７は、ステップＳ１４の決定内容に従っ
て一部商品ＰＰが配置された商品案内画面５０ＡをモニタＭＯに表示させる。そして、ゲ
ーム提供部３７は、ステップＳ１５の処理を終えると、今回のルーチンを終了する。これ
により、多くの商品から推奨条件に基づいて特定される一部商品ＰＰを購入するための商
品案内画面５０Ａが提供される。また、このような商品案内画面５０Ａは、案内条件が満
たされる場合に提供され、案内条件が満たされない場合には省略される。つまり、案内条
件が満たされる場合に商品案内画面５０Ａを通じて商品購入機会を含む提供範囲が提供さ
れる。一方、案内条件が満たされない場合には、商品購入機会が省略され、商品購入機会
を含まない提供範囲が提供される。
【００７５】
　図１６は、商品購入処理ルーチンのフローチャートの一例を示す図である。図１６のル
ーチンは、例えば、商品案内画面５０Ａの提供後にその提供に続いて実行される。図１６
のルーチンが開始されると、ゲーム提供部３７は、まずステップＳ２１において進行条件
が満たされるか否か判別する。進行条件は、例えば、商品案内画面５０Ａにおいて“Ａ商
品”に対応する選択肢領域５２等、商品購入或いは商品予約に対応する選択肢領域５２が
選択された場合に満たされる。換言すれば、進行条件は、例えば、商品購入等を希望しな
い“予約しない”等の選択肢領域５２が選択された場合には満たされない。また、例えば
、商品案内画面５０Ａの提供時間が所定時間内に限定されている場合には、いずれの選択
肢領域５２も選択されずに所定時間が経過したときにも進行条件は満たされない。
【００７６】
　ステップＳ２１の判別結果が否定的結果の場合、つまり進行条件が満たされない場合、
ゲーム提供部３７は、ステップＳ２２に進む。ステップＳ２２において、ゲーム提供部３
７は、商品購入機会の終了を案内して、今回のルーチンを終了する。なお、この終了案内
は、例えば、終了画面５０Ｅを通じて実行されてもよい。つまり、商品が購入等されずに
商品購入機会が終了する場合にも、他の商品の告知が実行されてもよい。
【００７７】
　一方、ステップＳ２１の判別結果が肯定的結果の場合、つまり進行条件が満たされる場
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合、ゲーム提供部３７は、ステップＳ２３に進む。ステップＳ２３において、ゲーム提供
部３７は、商品購入等に必要な規約を案内する。この案内は、一例として、上述の規約案
内画面５０Ｂを通じて実行される。つまり、ゲーム提供部３７は、一例として、ステップ
Ｓ２３において規約案内画面５０ＢをモニタＭＯに表示させ、規約案内工程（ステップＳ
２）を実現する。
【００７８】
　続くステップＳ２４において、ゲーム提供部３７は、ステップＳ２３で案内した規約に
ユーザＵが同意したか否か判別する。具体的には、ゲーム提供部３７は、例えば、規約案
内画面５０Ｂにおいて肯定領域５５Ａ及び否定領域５５Ｂのいずれが選択されたかによっ
て同意したか否か判別する。また、例えば、ゲーム提供部３７は、規約案内画面５０Ｂに
おいて肯定領域５５Ａ及び否定領域５５Ｂのいずれも選択されずに所定時間経過した場合
も、同意していない、つまり否定領域５５Ｂが選択されたと判別してよい。そして、この
判別結果が否定的結果の場合、つまりユーザＵが規約に同意しない場合、ゲーム提供部３
７は、ステップＳ２２に進み、上述のように処理を実行する。
【００７９】
　一方、ステップＳ２４の判別結果が肯定的結果の場合、つまりユーザＵが規約に同意し
た場合、ゲーム提供部３７は、ステップＳ２５に進む。ステップＳ２５において、ゲーム
提供部３７は、ユーザＵを認証するための認証機会を提供する。認証機会は、一例として
、ユーザ認証画面５０Ｃを通じて実行される。つまり、ゲーム提供部３７は、一例として
、ステップＳ２５においてユーザ認証画面５０ＣをモニタＭＯに表示させる。
【００８０】
　続くステップＳ２６において、ゲーム提供部３７は、ユーザＵが認証されたか否か判別
する。具体的には、ゲーム提供部３７は、一例として、ユーザ認証画面５０Ｃを通じて入
力された暗証番号が適切か否かに基づいて各ユーザＵを認証する。この判別結果が否定的
結果の場合、つまりユーザＵが認証されなかった場合（例えば、暗証番号が適切でない場
合）、ゲーム提供部３７はステップＳ２２に進み、上述のように処理を実行する。なお、
例えば、ユーザ認証画面５０Ｃにおいて暗証番号が入力されずに所定時間経過した場合も
、暗証番号が適切でないと判別されてよい。
【００８１】
　一方、ステップＳ２６の判別結果が肯定的結果の場合、つまりユーザＵが認証された場
合（例えば、暗証番号が適切な場合）、ゲーム提供部３７はステップＳ２７に進む。ステ
ップＳ２７において、ゲーム提供部３７は、購入等の対象の商品の金額に応じた対価を徴
収する。具体的には、ゲーム提供部３７は、例えば、ゲームのプレイに使用した支払カー
ドＣＤ２を介して口座データ１４ｃの電子通貨の額を消費することにより対価を徴収する
。結果として、ステップＳ２５～ステップＳ２７の処理により対価徴収工程（ステップＳ
３）が実現される。
【００８２】
　続くステップＳ２８において、ゲーム提供部３７は、商品購入等を完了するための完了
条件が満たされるか否か判別する。完了条件は、例えば、ステップＳ２７において商品購
入等の対価が問題なく消費された場合に満たされる。また、購入等の対象商品が郵送商品
の場合には、例えば、対価の徴収に加えて住所等の必要情報が登録されている場合に満た
されてよい。一方、例えば、商品の対価が徴収できない場合、必要情報が登録されていな
い場合、或いは通信障害等によって処理を完了できない場合には、完了条件は満たされな
い。
【００８３】
　ステップＳ２８の判別結果が否定的結果の場合、ゲーム提供部３７はステップＳ２９に
進む。ステップＳ２９において、ゲーム提供部３７は、商品購入等の不成立を示した後に
、完了条件を満たすための補完機会を提供する。また、商品購入等の不成立は、一例とし
て、結果案内画面５０Ｄを通じて実現される。つまり、ゲーム提供部３７は、商品購入等
の不成立を示す結果案内画面５０ＤをモニタＭＯに表示させた後に、補完機会を提供する
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。具体的には、ゲーム提供部３７は、例えば、電子通貨の額が商品の金額に満たない場合
には電子通貨の額を増加させる機会を、必要情報が登録されていない場合には必要情報を
登録する機会を、それぞれ補完機会として提供する。また、通信障害の場合には、補完機
会において通信をリトライしてもよい。なお、商品購入等の不成立を示す結果案内画面５
０Ｄの表示を通じて、ステップＳ２９によって結果案内工程（ステップＳ４）が実行され
る。
【００８４】
　続くステップＳ３０において、ゲーム提供部３７は、補完条件を満たすか否か判別する
。補完条件は、一例として、完了条件と同様でよい。そして、この結果が否定的結果の場
合、ゲーム提供部３７はステップＳ２２に進み、上述のように処理を実行する。
【００８５】
　一方、ステップＳ３０の処理結果或いはステップＳ２８の処理結果が肯定的結果の場合
、つまり完了条件或いは補完条件が満たされる場合、ゲーム提供部３７はステップ３１に
進む。ステップＳ３１において、ゲーム提供部３７は、商品購入等の完了を案内する。具
体的には、ゲーム提供部３７は、一例として、結果案内画面５０Ｄを通じて完了の案内を
実現する。つまり、ゲーム提供部３７は、一例として、ステップＳ２５において商品購入
等の成立を示す結果案内画面５０ＤをモニタＭＯに表示させる。
【００８６】
　また、完了の案内には、例えば、他の商品の告知が含まれていてよい。そして、この告
知は、一例として、終了画面５０Ｅを通じて実行されてよい。つまり、ゲーム提供部３７
は、ステップＳ３１において、更に終了画面５０ＥをモニタＭＯに表示させてもよい。結
果として、ゲーム提供部３７は、ステップＳ３１を通じて結果案内工程（ステップＳ４）
及び終了工程（ステップＳ５）を実行してよい。そして、ステップＳ３１の処理を終える
と、ゲーム提供部３７は今回のルーチンを終了する。これにより、図５の規約案内工程以
降の工程が実現され、商品の購入等が実現される。なお、ステップＳ２９及びステップＳ
３０の処理（必要情報等を補完するための処理）は、省略されてもよい。
【００８７】
　以上に説明したように、この形態によれば、ゲームのプレイ後に案内条件に基づいて商
品を案内する商品購入機会が提供される。このため、商品購入機会を通じて商品への興味
をユーザＵに抱かせることができる。そして、実際に商品の購入につながれば、ゲームの
プレイ料金とは別に商品の販売或いは仲介に伴う対価を得ることができる。つまり、商品
購入機会を通じて、ゲームのプレイ料金だけでなく更なる対価を得る機会を設けることが
できる。
【００８８】
　例えば、案内条件は、ゲームをプレイするユーザＵが商品の販売に必要な情報を登録し
ている場合、或いは高い信用を有する場合等に満たされる。このため、購入可能性が高い
或いは信用性が高いユーザＵに商品購入機会を提供することができる。これにより、更な
る対価が得られる可能性を高めることができる。
【００８９】
　さらに、商品購入機会では、推奨条件に基づいて特定された一部商品ＰＰだけが購入等
の対象として案内される。また、推奨条件として、各ユーザＵの支払特性や属性、或いは
プレイ状況に関する情報が利用される。つまり、一部商品ＰＰの特定に、各ユーザＵに固
有の情報を反映することができる。このため、商品購入機会では、推奨条件に基づいて各
ユーザＵにより適した商品を案内することができる。そして、それらのより適切な商品に
ユーザＵの興味を集約することができる。これにより、更なる対価が得られる可能性をよ
り高めることができる。
【００９０】
　一方で、案内条件を満たさないユーザＵには商品購入機会は提供されない。このため、
商品購入等の可能性の低いユーザＵの煩わしさや時間の消費を抑制することができる。結
果として、ゲームの魅力の低下を抑制することができる。
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【００９１】
　以上の形態において、ゲーム機ＧＭの制御ユニット３０が、ゲーム提供部３７を通じて
図１５のルーチンを実行することにより本発明の商品特定手段、及び商品案内手段として
機能する。同様に、ゲーム機ＧＭの制御ユニット３０が、ゲーム提供部３７を通じて図１
５のルーチンのステップＳ１１を実行することにより本発明の情報取得手段として機能す
る。また、ゲーム機ＧＭの記憶ユニット３１が、ユーザ管理データ１４ａ及び商品データ
１４ｂを記録することにより本発明の商品データ記録手段及び管理データ記憶手段として
機能する。
【００９２】
　本発明は上述の形態に限定されず、適宜の形態にて実施することができる。例えば、上
述の形態では、商品購入機会は、ゲームのプレイ後に提供されている。しかし、商品購入
機会の提供時期は、このような形態に限定されない。例えば、商品購入機会は、ゲームの
プレイ前、プレイ中のいずれの時期に提供されてもよい。つまり、商品購入機会は、ゲー
ムのプレイに伴い提供される限り、任意の時期に提供されてよい。また、上述の形態では
、支払条件は電子通貨による支払の場合に満たされている。つまり、一例として、支払条
件を満たす特定の支払方法として、電子通貨による支払いが採用されている。しかし、本
発明は、このような形態に限定されない。例えば、反対に、特定の支払方法として現金に
よる支払方法が採用されてもよい。つまり、支払条件は、現金支払いの場合に満たされて
もよい。同様に、その他各種の支払い方法が特定の支払方法として採用されてよい。
【００９３】
　また、例えば、案内条件は、特典の付与にも使用されてよい。具体的には、例えば、ゲ
ーム機ＧＭは、案内条件が満たされた場合に、特典として、特別にプレイできるゲームモ
ードやゲーム範囲（例えば、案内条件が満たされない場合にはプレイできない範囲のゲー
ム）提供してもよい。そして、例えば、その特別のゲームモードやゲーム範囲において高
得点を取得した場合等、所定のプレイ状況条件が満たされた場合に、商品購入機会が提供
されてもよい。例えば、プレミアム商品等、希少性或いは価値の高い商品が購入等の対象
になる場合がある。この場合、このような商品の魅力を活用して、プレイを促進したり、
案内条件を満たすユーザの増加を促進したりすることができる。また、価値の高い商品に
は、購入者自身のためではなく、第３者（転売含む）のために購入等される可能性もある
。ハイスコア等、プレイ状況を要件に含むことにより、このような購入者を排除すること
ができる。このように案内条件は、特典を介在させつつ、金額条件等の組み合わせにより
使用されてもよい。
【００９４】
　また、上述の形態では、電子通貨の額は口座データ１４ｃによって管理されている。し
かし、本発明は、このような形態に限定されない。例えば、電子通貨の額、つまり電子通
貨の残額は支払カードＣＤ２に記録されていてもよい。また、上述の形態では、口座デー
タ１４ｃに登録されたＩＤカードＣＤ１が支払カードＣＤ２として機能している。しかし
、支払カードＣＤ２は、このような形態に限定されない。例えば、支払カードＣＤ２は、
ＩＤカードＣＤ１とは別の種類のカード（記録媒体）として構成されてもよい。
【００９５】
　また、上述の形態では、ゲーム機ＧＭがカードリーダ３２或いは金銭収受装置３３を通
じてプレイ料金を徴収している。しかし、本発明は、このような形態に限定されない。例
えば、ゲーム機ＧＭではユーザＩＤや暗証番号の情報が入力され、それらの情報に基づい
て口座データ１４ｃから電子通貨の額を消費することによりセンターサーバ２がプレイ料
金を徴収してもよい。この場合、例えば、タッチパネルやテンキー等の数字を入力可能な
入力装置が本発明の入力装置として機能してよい。また、案内条件として支払条件が採用
されてない場合には、ゲーム機ＧＭは複数の支払方法を受付可能に構成されていなくとも
よい。このため、例えば、カードリーダ３２及び金銭収受装置３３のいずれか一方又は両
方が省略されてもよい。
【００９６】
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　上述の形態では、ゲーム機ＧＭはカードゲームを提供している。しかし、ゲーム機ＧＭ
が提供するゲームは、このような形態に限定されない。例えば、その他にも、アクション
ゲーム、ロールプレイングゲーム、アドベンチャーゲーム、シミュレーションゲーム、パ
ズルゲーム、音楽ゲーム、シューティングゲーム、スポーツゲーム、複合ゲーム等の各種
のゲームがゲーム機ＧＭによって提供されてよい。
【００９７】
　また、ゲーム機ＧＭは、業務用のゲーム機に限定されない。ゲーム機ＧＭとして、例え
ば、家庭用の据置型ゲーム機（ゲームを実行可能な据置型のパーソナルコンピュータを含
む）、携帯型のゲーム機（ゲームを実行可能なスマートフォン、タブレットＰＣ、携帯型
のパーソナルコンピュータ等の携帯端末を含む）等、適宜の形態が採用されてよい。また
、上述の形態では、制御ユニット３０及び記憶ユニット３１がゲーム機ＧＭに設けられて
いる。しかし、本発明のゲーム機は、このような形態に限定されない。例えば、クラウド
コンピューティングを利用してネットワーク上に論理的に制御ユニット３０及び記憶ユニ
ット３１が設けられてもよい。つまり、ゲーム機ＧＭは、ネットワーク３を通じて制御ユ
ニット３０処理結果を表示して提供する端末として構成されていてもよい。さらに、本発
明のゲームシステムは、センターサーバ２が省略され、一台のゲーム機によって実現され
てもよい。
【００９８】
　以下に、上述の内容から得られる本発明の一例を記載する。なお、以下の説明では本発
明の理解を容易にするために添付図面の参照符号を括弧書きにて付記したが、それにより
本発明が図示の形態に限定されるものではない。
【００９９】
　本発明のゲームシステムは、所定のゲームを提供するゲームシステム（１）であって、
各商品を推奨条件と関連付けて管理する商品データ（１４ｂ）を記憶する商品データ記憶
手段（３１）と、前記推奨条件に基づいて前記商品データによって管理される複数の商品
（ＡＰ）の少なくとも一部の商品（ＰＰ）を特定する商品特定手段（３０）と、前記商品
特定手段の特定結果に基づいて、前記ゲームの各ユーザが案内条件を満たす場合には前記
一部の商品を案内する案内機会を前記ゲームのプレイに伴い提供する商品案内手段（３０
）と、を備えている。
【０１００】
　本発明によれば、ゲームのプレイに伴い案内条件に基づいて商品を案内する案内機会が
提供される。このため、案内機会を通じて商品への興味をユーザに抱かせることができる
。そして、実際に商品の購入につながれば、ゲームのプレイとは別に商品の販売（或いは
仲介等）に伴う対価を得ることができる。つまり、案内機会の提供を通じて、ゲームのプ
レイとは別の対価を得る機会を設けることができる。さらに、案内機会では、推奨条件に
基づいて特定された商品が案内される。このため、案内機会では、推奨条件に応じて、各
ユーザにより適した商品を案内することができる。これにより、ゲームのプレイとは別の
対価が得られる可能性を高めることができる。なお、本発明の商品は役務（サービス）の
概念を含んでよい。
【０１０１】
　本発明のゲームシステムの一態様において、前記商品案内手段は、前記案内条件が満た
されない場合には、前記案内機会の提供を省略してもよい。この場合、案内条件に基づい
て案内機会が不要と判断されるユーザの煩わしさや時間の消費を抑制することができる。
【０１０２】
　本発明のゲームシステムは、所定のゲームとして各種のゲームを提供してよい。また、
所定のゲームは、有料、無料の各種の態様で提供されてよい。例えば、本発明のゲームシ
ステムの一態様として、少なくとも一つの支払い方法を通じてプレイ料金を徴収するため
の入力装置を更に備え、前記ゲームは、前記プレイ料金の徴収と引き換えに提供され、前
記商品案内手段は、前記案内機会を前記プレイ料金の徴収後に提供する態様が採用されて
よい。
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【０１０３】
　本発明のゲームシステムの一態様において、前記少なくとも一つの支払い方法として、
複数の支払い方法が用意され、前記案内条件は、前記複数の支払い方法のうち特定の支払
い方法によって前記プレイ料金が徴収された場合に少なくとも満たされてよい。例えば、
商品の購入可能性が高い、或いはユーザの信用性が高いと判断可能な支払方法が存在する
場合がある。この場合、そのような購入可能性或いは信用性が高いユーザに案内機会を提
供することができる。また、例えば、この態様において、前記特定の支払方法として、電
子通貨による支払方法が採用されてもよい。なお、本発明の電子通貨は仮想通貨或いはゲ
ーム内の通貨的価値の概念を含んでよい。
【０１０４】
　案内条件は、その他にも各種の場合に満たされてよい。例えば、本発明のゲームシステ
ムの一態様として、各ユーザを識別するためのユーザ識別情報（例えば、ユーザＩＤ）と
各ユーザを管理するための管理情報とを関連付けて記憶する管理データ記憶手段（３１）
と、前記ユーザ識別情報を記憶する識別記憶媒体を介して前記ゲームをプレイするユーザ
の前記ユーザ識別情報を取得する情報取得手段（３０）と、を更に備え、前記案内条件は
、前記識別記憶媒体を介して取得される前記ユーザ識別情報と関連付けられる前記管理情
報が前記案内機会を提供するための情報条件を満たす場合に少なくとも満たされる態様が
採用されてよい。或いは、本発明のゲームシステムの一態様において、前記案内条件は、
前記ゲームのプレイ状況を要件に含み、当該プレイ状況が所定のプレイ状況条件を満たし
た場合に少なくとも満たされてもよい。
【０１０５】
　案内条件が情報条件を要件に含む態様において、情報条件は各種の場合に満たされてよ
い。例えば、本発明の情報条件の一態様において、前記管理情報は、各ユーザの前記電子
通貨による支払の可否を判別するための支払判別情報を含み、前記情報条件は、前記ゲー
ムをプレイするユーザが前記支払判別情報に基づいて前記電子通貨による支払が可能なユ
ーザに該当すると判別される場合に少なくとも満たされてもよい。或いは、前記管理情報
は、各ユーザによって年齢及び住所の少なくともいずれか一方を含む属性情報が登録され
ている場合には、当該属性情報を含み、前記情報条件は、前記管理情報が前記属性情報を
含む場合に少なくとも満たされてもよい。また、前記管理情報は、各ユーザの信用の可否
を判別するための信用情報を含み、前記情報条件は、前記ゲームをプレイするユーザが前
記信用情報に基づいて信用可能と判別される場合に少なくとも満たされてもよい。
【０１０６】
　また、例えば、管理情報が属性情報を含む態様において、前記推奨条件として、各ユー
ザの年齢及び住所の少なくともいずれか一方を示す情報が利用され、前記商品特定手段は
、前記属性情報に基づいて当該属性情報に対応する商品を前記一部の商品として特定して
もよい。この場合、案内機会で案内される商品の特定に各ユーザの属性情報を反映するこ
とができる。このため、この場合も更なる対価が得られる可能性を高めることができる。
【０１０７】
　また、例えば、管理情報が属性情報を含む態様において、前記推奨条件として、前記ゲ
ームの特定のプレイ状況を示す情報が少なくとも利用され、前記商品特定手段は、前記ゲ
ームのプレイ状況に応じて当該プレイ状況に対応する商品を前記一部の商品として特定し
てもよい。この場合、案内機会で案内される商品の特定にゲームのプレイ状況を反映する
ことができる。このため、この場合も更なる対価が得られる可能性を高めることができる
。
【０１０８】
　その他、推奨条件として各種の態様が採用されてよい。例えば、本発明のゲームシステ
ムの一態様において、前記推奨条件として、各商品の購入に必要な購入金額を示す情報が
少なくとも利用され、前記商品特定手段は、所定の金額を基準に当該所定の金額よりも前
記購入金額が小さい商品を前記一部の商品として特定してもよい。
【０１０９】
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　また、本発明のゲームシステムの一態様として、前記案内機会を提供するための商品案
内画面（５０Ａ）を表示する表示手段（ＭＯ）を更に備え、前記商品特定手段は、前記一
部の商品として二つ以上の商品を特定した場合に、当該二つ以上の商品の前記商品案内画
面における配置位置及び配置順の少なくともいずれか一方を前記推奨条件に基づいて変化
させる態様が採用されてもよい。この場合、案内機会において商品案内画面における配置
位置及び配置順を通じて、各商品の案内を差別化することができる。このため、例えば、
より更なる対価の得られる可能性が高い商品の方を目立たせる等することができる。これ
により、更なる対価の得られる可能性を更に高めることができる。
【０１１０】
　一方、本発明のコンピュータプログラムは、少なくとも一つの支払い方法を通じてプレ
イ料金を徴収するための入力装置（３２、３３）を備えたコンピュータを、上述のゲーム
システムの各手段として機能させるように構成されたものである。本発明のコンピュータ
プログラムが実行されることにより、本発明のゲームシステムを実現することができる。
【符号の説明】
【０１１１】
　１　ゲームシステム
　３０　制御ユニット（コンピュータ、商品特定手段、情報取得手段）
　３１　記憶ユニット（商品データ記憶手段、管理データ記憶手段）
　３２　カードリーダ（入力装置）
　３３　金銭収受装置（入力装置）
　５０Ａ　商品案内画面
　ＭＯ　モニタ（表示手段）
　ＡＰ　全商品（複数の商品）
　ＰＰ　一部商品（一部の商品）
　ＣＤ１　ＩＤカード（識別記録媒体）
　ＣＤ２　支払カード
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